
スポーツ指導者及び一触市民を対象に、スポーツに関する理論“実践方法を身に付け、スポーツに関する総合的な

資質の向上を図ることにより、競技力の向上・健康増進をはじめ生涯スポーツの握輿に寄与する。

講演テーマ �� 

「すぐれた選手，チームを育てるのに指導者には何が求められているか 

～暴力”暴言に頼らない指導～」 

基調報告：望月清一郎　弁護士（東京弁護士会所属　虎ノ門協同法律事務所） 
【経歴】日本スポーツ法学会　会長、公蓋財団法人日本スポーツ協会：ジュニアスポーツ法繍アドバイザー、 

国民体育大会委員会実鮭競技鼻直しワーキンググループ婁具、スポーツ少年団　穐任委員、 
公益財団法人日本学生野隷協会　審査室重賞、公蓋財団法人日本バスケットボール協会　纏足婁具 

グループ討議：佐渡島弁護士　田中弁護士　谷川弁護士　高木弁護士（協力：埼玉総合法律事務所） 

＝国寡雫田臆起案書誌 �� 

F」議でのお申し込み

下記のフォームにご記入の上、FAXでお送りください。

FM　048－851－6253

所属競技団体

メールでのお申し込み

必要事項を本文に記載の上、お送りください。

…Linfo＠saitamacity－SPOrtS．Or．jp

氏　　名

指導者登録番号〃競技名置資格名　（指弾登錨号）　　（資格名）　　　　（競技名）
（更噺研修要請者はご記入ください）

置話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）

メールアドレス

更新研修の注意事項

次の資格については、競技資格規定に定める更新の要件を、このセミナーの他に満たす必要があります。

［水泳、サッカー、スノーボード、テニス、バスケットボール、バドミントン、剣道、空手道、バウンドテニス・エア
ロビック（コーチ4のみ）、チアリーディング（コーチ3のみ）、スクー′主ダイビング、プロゴルフ、プロテニス、

プロスキー、スポーツドクター、スポーツデンテイスト、アスレティツクトレーナー、スポーツ栄養士、クラブマネ

ジャー〕（2019年4月1日現在）

※上甜こ記載のない資格については日本スポーツ協会、都道府県体育“スポーツ協会、競技団体等が実施する

更新研修であれば全国どこで受講されても研修実績となります。このセミナーも研修実額となります0


